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鹿児島県からのお知らせ
毎年４月2日は「世界自閉症啓発デー」、４月２日～８日は「発達障害啓発週間」です

令和６年４月1日から合理的配慮の提供が義務化されます！

鹿児島県身障者用駐車場利用証制度（パーキングパーミット制度）について

障害者の相談窓口を設置しています！

問い合わせ先：県庁障害福祉課療育支援係　電話 099-286-2744　FAX 099-286-5558

問い合わせ先：県障害者権利擁護センター　電話 099-286-5110　FAX 099-286-5558

問い合わせ先：県庁障害福祉課障害者支援室地域生活支援係　電話 099-286-2746　FAX 099-286-5558

問い合わせ先：障害者１１０番（県身体障害者福祉協会）　電話 099-228-6000（FAX 兼用）

　自閉症をはじめとする発達障害の方は、他人の意図や感情を直感的に理解したり、言葉を適切に使うことなどが苦手な場合
があり、学校や職場でさまざまな問題や困難に直面することがあります。
　これらは、親のしつけや家庭環境が原因ではなく、脳機能の発達に関係するものです。
　発達障害は、見た目には障害があることがわかりにくいため、行動や態度が誤解されることがあります。
　発達障害の特徴を知り、正しく理解していただくことが大切です。
※詳しくは、県ホームページをご覧ください。

　令和６年４月１日から、障害者差別解消法の改正に伴い、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されます。
　障害のある人は、社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合があります。
　障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が示されたときには、負担が重すぎな
い範囲で対応することが求められます。
　「合理的配慮の提供」に当たっては、障害のある人と事業者が話し合い、お互いに理解し合いながら共に対応案を検討しましょう。
　障害のある人への具体的な配慮について、参考事例を県ホームページに掲載しています。
※詳しくは、県ホームページをご覧ください。

　右の表示がある身障者用駐車場は、障害のある方や高齢の方、妊産婦の方など歩行が困難と認められる方へ県
が発行した利用証を掲示することで使用できるスペースです。
　車を運転される車いす常時利用者の方や、歩行困難により建物に近い位置に駐車を必要としている
方など、この駐車スペースを本当に必要としている方が利用できるよう適正利用に御協力ください。
　本制度の対象となる方で利用証をお持ちでない方は、最寄りの窓口（県庁障害者支援室、地域振
興局・支庁・事務所、ハートピアかごしま総務課）で申請くださるようお願いします。
※詳しくは、県ホームページをご覧ください。

　県では、障害を持った方やそのご家族で、日常生活において不安や悩みのある方を対象に、障害者１１０番の
窓口を設置し、相談受付を無料で行っております。
　相談は、電話、手紙、FAX、メールのほか、来所による相談も受け付けております。原則として、専任の相談
員が対応しており、必要に応じて弁護士が対応することもあります（弁護士相談は初回３０分間のみ無料）。
※詳しくは身体障害者福祉協会のホームページをご覧いただくか県庁障害福祉課障害者支援室にお問い合わせください。
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